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★各種 お申し込み・問い合わせ先： 

公益社団法人 ふくい・くらしの研究所 

   Tel. ０７７６－５２－０６２６                        

Fax.０７７６－５２－０６６０ 

HP http://www.kuranavi.jp  

 

くらなび会員大募集！ 

 （公社）ふくい・くらしの研究所（愛称：くらなび）では、

食・環境・消費生活などくらしのさまざまな分野で、地域

にお役立ちできる講座や活動をしています。 

 会員には、参加料金の割引などの特典もあります。 

ぜひ、会員にご登録ください。（年会費：1,000円） 

くらなびホームページをご覧ください 

（http://ｗｗｗ.kuranavi.jp） くらなびの事業・イベント案
内等、最新の情報が掲載さ

れています。ぜひ一度ホー

ムページを覗いてみてくだ

さい。（Facebook も） 

HP QR コード 

－国民生活センターより－ 

強引な布団の訪問販売に注意 

突然「布団を見せてほしい」と女性が訪問し、家に上が

り「汚れているし体に悪いので新しく購入したほうがい

い」としつこく勧めてきた。断って帰ってもらったが、し

ばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても

「ひと月 1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、

根負けして承諾してしまった。クレジット会社の書類を書

くときに初めて、総額が約 40万円と高額であることを知

った。解約したい。（70歳代 男性） 

＜ひとこと助言＞ 

☆強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の相談が

後を絶ちません。ドアを開ける前に訪問者や用件をよく確認

し、必要なければきっぱり断り、事業者を家の中に入れないこ

とが大切です。 

☆一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人に同席

してもらうようにしましょう。必要なければきっぱりと断ることが大

切です。 

☆家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が来てい

ないか、家の中に不要な品物や契約書がないかなど、日ごろ

から気を配りましょう。 

☆契約しても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合

があります。お住まいの自治体の消費生活センター等へ早め

にご相談ください（消費者ホットライン 188）。 

くらしの知識を豊かにし、賢い消費者をめざしましょう。 

2月の男の料理は、『親父がつくるお袋の味』。 

懐かしい？新鮮？肉じゃがや煮豆など、和風のおかずを

美味しく作るためのコツを、楽しく習いましょう。 

また、特別講座の『味噌作り』も 4 名以上で開講しま

す。手作りに興味のある方、是非ご参加ください！ 
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